
 

四国中央市団体旅行等宿泊事業費補助金 

 

１．補助内容 

旅行業法に基づく登録を受けている旅行業者が行う団体旅行、もしくは学生等のスポーツ・

文科系合宿により四国中央市に宿泊し、対象条件に該当する場合、予算の範囲内で補助金を

交付します。 

団体旅行は広域旅行の宿泊地として、合宿は四国中央市内での練習、遠征試合の拠点宿泊

地として是非ともご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．補助金額 

１泊あたり 2,000 円に宿泊数の合計を乗じた額の補助金を交付します。（上限 200,000 円） 

※簡易宿泊所に宿泊の場合は１泊あたり 500 円 

 

 

３．対象条件 

四国中央市内の宿泊施設（旅館業法の許可を受けた施設）に宿泊し、下記の条件を満たす

もの。 

 

≪団体旅行の場合≫ 

旅行業法に基づく旅行業者が行う貸切バスを利用する団体旅行（募集型企画旅行、受注

型企画旅行又は手配旅行） 

 

≪合宿の場合≫ 

中学生以上のスポーツ・文化系の部活・クラブ・サークル合宿や大学のゼミ合宿 
※学校教育法に規定する学校の生徒又は学生及びその指導者で主に構成され、学校や公共的団体により登録、  

認証、許可等をうけている団体 

 

≪共通条件≫ 

・四国中央市内の宿泊施設に宿泊する数の合計が 20 泊以上であること 

・特定の政治又は宗教活動を目的とするものではないこと 

・大会、イベント、コンクール等への出場等を目的とするものではないこと 

・同一申請者につき補助を受けられる回数は、同一年度内で５回を限度とする 等 

 

 

４．対象期間 

令和７年４月１日から令和８年３月 31 日 

（予算到達次第終了） 

  



 

５．申請方法（補助事業の流れ） 

 

 

６．お問い合わせ先 

四国中央市経済部観光交通課 0896-28-6187 

e-mail: kanko-kotsu@city.shikokuchuo.ehime.jp 

① 申請者　→　四国中央市

団体旅行・合宿を開始する日までに
補助金交付申請書を提出

② 申請者　←　四国中央市

審査を経て、補助金交付決定通知書を通知

※申請内容に変更が生じた場合は、変更承認申請が必要

③ 申請者

団体旅行・合宿を実施

④ 申請者　→　四国中央市

事業終了後、速やかに
補助事業実績報告書を提出

⑤ 申請者　←　四国中央市

審査を経て、補助金確定通知書を通知

⑥ 申請者　→　四国中央市

補助金交付請求書を提出

⑦ 申請者　←　四国中央市

補助金を交付


